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7.
　

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
の
登
場
と
ソ
連
邦
の
崩
壊

⑴
外
相
間
定
期
協
議
と
平
和
条
約
締
結
交
渉
の
再
開

一
九
八
五
年
三
月
の
就
任
以
来
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
は
、
Ｉ
Ｎ
Ｆ
全
廃

条
約
の
締
結
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
撤
兵
、
通
常
兵
力
の
一
方
的
削
減
な
ど
一
連

の
「
新
思
考
外
交
」
を
展
開
す
る
中
で
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
に
関
し
て
も
、

一
九
八
六
年
七
月
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
演
説
、
一
九
八
八
年
九
月
の
ク
ラ
ス
ノ

ヤ
ル
ス
ク
演
説
等
に
お
い
て
、
同
地
域
に
対
す
る
関
心
を
表
明
し
、
対
日
関
係

に
つ
い
て
も
、
そ
の
改
善
の
必
要
性
に
対
す
る
認
識
を
述
べ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
八
年
間
中
断
さ
れ
て
い
た
外
相
間
定
期
協
議
が

一
九
八
六
年
一
月
に
再
開
さ
れ
、
ま
た
、
議
員
交
流
の
再
開
、
我
が
国
要
人
の

訪
ソ
等
、
日
ソ
間
の
政
治
対
話
は
次
第
に
拡
大
傾
向
を
示
し
て
き
ま
し
た
。
シ

ェ
ヴ
ァ
ル
ナ
ッ
ゼ
外
相
が
ソ
連
外
相
と
し
て
は
十
年
ぶ
り
に
我
が
国
を
公
式
訪

問
し
、
開
催
さ
れ
た
第
六
回
日
ソ
外
相
間
定
期
協
議
で
は
、
両
外
相
間
で
三
時

間
以
上
に
わ
た
り
領
土
問
題
を
含
む
平
和
条
約
交
渉
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
、
そ

の
継
続
に
つ
い
て
も
合
意
を
み
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ソ
連
側
は
北
方
領
土

問
題
に
つ
き
話
合
い
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
く
こ
と
す
ら
拒
否
す
る
と
い
う
理
不
尽

な
態
度
を
改
め
ま
し
た
が
、
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
厳
し
い
立
場
そ
の
も

の
に
は
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

同
年
五
月
に
は
安
倍
外
相
が
訪
ソ
し
、
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
第
七
回
外
相
間

定
期
協
議
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
訪
ソ
で
は
、
領
土
問
題
を
含
む
平
和
条

約
交
渉
が
継
続
さ
れ
た
ほ
か
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
と
の
間
で
二
時
間
に
わ

た
る
会
談
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
安
倍
外
相
か
ら
北
方
領
土
問
題
を
解
決
し
平
和

条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
日
ソ
関
係
の
将
来
に
と
っ
て
最
も
重
要
で
あ
る
旨
主

張
し
た
の
に
対
し
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
は
、「
あ
な
た
方
は
取
り
上
げ
て
は

い
け
な
い
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
問
題
は
国
境

不
可
侵
の
問
題
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
結
果
と
し

て
既
に
合
法
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
問
題
で
あ
る
」
と
述
べ
、
一
月
の
際
と
同

様
ソ
連
側
の
厳
し
い
立
場
に
変
化
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

な
お
、
一
九
七
六
年
か
ら
中
断
さ
れ
て
い
た
北
方
墓
参
（
十
四
頁
参
照
）
に

つ
い
て
は
、
一
九
八
六
年
五
月
の
モ
ス
ク
ワ
で
の
日
ソ
外
相
間
定
期
協
議
の
際

の
話
合
い
を
受
け
て
、
同
年
七
月
二
日
、
我
が
国
の
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る

立
場
を
害
さ
な
い

形
で
の
合
意
が
日

ソ
間
で
成
立
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、

北
方
墓
参
は
、
同

年
八
月
、
十
一
年

ぶ
り
に
再
開
さ
れ
、

八
九
年
八
月
に
は

十
九
年
ぶ
り
に
国

後
島
へ
の
墓
参
が
、

ま
た
九
〇
年
八
月

に
は
一
九
六
四
年

の
北
方
墓
参
開
始

以
来
初
め
て
択
捉

島
へ
の
墓
参
が
実

施
さ
れ
ま
し
た
。

1989 年 8 月の墓参（水晶島）
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⑵
平
和
条
約
締
結
交
渉
の
継
続
と
平
和
条
約
作
業
グ
ル
ー
プ
の
設
置

そ
の
後
、
コ
コ
ム
問
題
、
ソ
連
の
ス
パ
イ
事
件
等
が
あ
り
、
日
ソ
関
係
に
は

冷
却
化
の
兆
し
が
み
ら
れ
ま
し
た
が
、
一
九
八
八
年
に
入
り
、
再
び
対
話
の
拡

大
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
七
月
に
中
曽
根
元
総
理
が
訪

ソ
し
た
際
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
長
は
、「
戦
後
の
現
実
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
一
九
五
六
年
に
は
ソ
連
は
そ
の
当
時
の
現
実
を
勘
案
し
、
善
意
に

よ
っ
て
二
島
を
返
還
し
よ
う
と
の
立
場
を
と
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
は
四
島
の

返
還
を
要
求
し
た
。」
と
述
べ
ま
し
た
。

八
八
年
十
二
月
に
は
シ
ェ
ヴ
ァ
ル
ナ
ッ
ゼ
外
相
が
訪
日
し
、
第
八
回
日
ソ
外

相
間
定
期
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
定
期
協
議
に
お
い
て
外
務
次
官
レ
ベ

ル
の
平
和
条
約
作
業
グ
ル
ー
プ
が
常
設
さ
れ
ま
し
た
。（
以
後
こ
の
平
和
条
約
作

業
グ
ル
ー
プ
の
会
合
は
ソ
連
時
代
に
八
回
、
ロ
シ
ア
と
の
間
で
七
回
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
北
方
領
土
問
題
を
め
ぐ
る
法
的
・
歴
史
的
議
論
は
双

方
の
間
で
既
に
尽
く
さ
れ
、
残
る
は
ロ
シ
ア
指
導
部
の
政
治
的
決
断
の
み
と
な

っ
て
い
ま
す
。）

八
九
年
五
月
に
は
宇
野
外
相
が
訪
ソ
し
、
第
九
回
日
ソ
外
相
間
定
期
協
議
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で
日
本
側
か
ら
、
領
土
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約

を
締
結
す
る
こ
と
を
最
重
要
課
題
と
し
て
日
ソ
関
係
全
体
を
均
衡
の
と
れ
た
形

で
拡
大
さ
せ
る
と
い
う
「
拡
大
均
衡
」
の
考
え
方
を
提
示
し
、
ソ
連
側
の
基
本

的
理
解
を
得
ま
し
た
。
し
か
し
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
ソ
連
の
立
場
は
依

然
と
し
て
固
い
も
の
で
あ
り
、
シ
ェ
ヴ
ァ
ル
ナ
ッ
ゼ
外
相
は
「
南
の
部
分
を
含

む
『
ク
リ
ル
列
島
』
の
ソ
連
へ
の
帰
属
は
、
国
際
法
上
、
歴
史
上
、
地
理
上
確

実
な
も
の
で
あ
る
。」
と
の
立
場
を
繰
り
返
し
ま
し
た
が
、
日
米
安
全
保
障
条
約

に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、「
日
米
安
全
保
障
条
約
が
存
続
し
て
い
る
状
況
下

で
あ
っ
て
も
、
ソ
連
側
は
、
日
ソ
平
和
条
約
交
渉
を
開
始
し
、
平
和
条
約
を
締

結
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。」
と
の
考
え
方
を
初
め
て
表
明
し
ま
し
た
。

八
九
年
九
月
の
国
連
総
会
の
際
で
の
外
相
会
談
に
お
い
て
、
ソ
連
側
か
ら
一

九
九
一
年
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
議
長
の
訪
日
の
意
向
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

九
〇
年
九
月
に
は
シ
ェ
ヴ
ァ
ル
ナ
ッ
ゼ
外
相
が
訪
日
し
、
第
一
〇
回
日
ソ
外

相
間
定
期
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
進
展
は

み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
の
訪
日
に
関
し
て
、
ソ
連

側
か
ら
九
一
年
四
月
中
旬
の
訪
日
の
意
向
が
表
明
さ
れ
ま
し
た
。

九
一
年
一
月
に
は
、
中
山
外
相
が
訪
ソ
し
、
保
守
派
の
台
頭
を
警
告
し
て
辞

任
し
た
シ
ェ
ヴ
ァ
ル
ナ
ッ
ゼ
外
相
に
代
わ
っ
て
就
任
し
た
ベ
ス
ス
メ
ル
ト
ヌ
ィ

フ
外
相
と
第
十
一
回
日
ソ
外
相
間
定
期
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
同
会
談
に
お

い
て
、
ベ
ス
ス
メ
ル
ト
ヌ
ィ
フ
外
相
は
、「
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
あ
っ
て
こ
の
作

業
は
非
常
に
難
し
い
。
…
…
こ
の
問
題
と
い
う
の
は
、
一
回
の
最
高
首
脳
の
会

談
で
決
ま
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。」と
い
う
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。

ま
た
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
は
、「
こ
の
問
題
は
、
第
二
次
大
戦
の
結
果
と
し

て
出
て
き
た
問
題
と
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。
…
…
日
ソ
の
問
題
は
ど
こ
か
ら

見
て
も
非
常
に
複
雑
で
あ
り
、
現
実
的
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
い
ま
す

ぐ
に
解
決
策
が
出
て
く
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。」
と
述
べ
る
に
と
ど

ま
り
ま
し
た
。

⑶
日
ソ
首
脳
会
談
、
ソ
連
邦
崩
壊
と
ロ
シ
ア
連
邦
の
登
場

そ
の
後
三
月
に
は
ベ
ス
ス
メ
ル
ト
ヌ
ィ
フ
外
相
が
訪
日
し
て
第
十
二
回
日
ソ

外
相
間
定
期
協
議
が
行
わ
れ
、
四
月
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
大
統
領
訪
日
に
よ
る
日

ソ
首
脳
会
談
の
開
催
に
至
り
ま
し
た
。

こ
の
日
ソ
首
脳
会
談
に
お
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
北
方
領
土
問
題
解
決
の
突

破
口
は
開
け
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
合
計
六
回
、
十
二
時
間
以
上
に
わ
た
る
徹
底

し
た
議
論
の
結
果
署
名
さ
れ
た
日
ソ
共
同
声
明
に
お
い
て
は
、「
歯
舞
群
島
、
色

丹
島
、
国
後
島
及
び
択
捉
島
の
帰
属
に
つ
い
て
の
双
方
の
立
場
を
考
慮
し
つ
つ

領
土
画
定
の
問
題
を
含
む
」
両
国
間
の
平
和
条
約
の
話
合
い
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
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及
び
「
平
和
条
約
が
、
領
土
問
題
の
解
決
を
含
む
最
終
的
な
戦
後
処
理
の
文
書

で
あ
る
べ
き
こ
と
」
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
歯
舞

群
島
、
色
丹
島
、
国
後
島
及
び
択
捉
島
の
四
島
が
平
和
条
約
に
お
い
て
解
決
さ

れ
る
べ
き
領
土
問
題
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
、
初
め
て
文
書
の
形
で
疑
義
の
余

地
な
く
明
確
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
共
同
声
明
に
お
い
て
は
、「
平
和
条
約
の
準
備
を
完
了
さ
せ
る

た
め
の
作
業
を
加
速
す
る
こ
と
が
第
一
義
的
に
重
要
で
あ
る
こ
と
」
が
強
調
さ

れ
て
お
り
、
領
土
問
題
の
解
決
を
含
む
平
和
条
約
の
締
結
が
持
つ
重
要
性
が
両

国
の
最
高
首
脳
レ
ベ

ル
で
確
認
さ
れ
ま
し

た
。な

お
、
こ
の
首
脳

会
談
に
お
い
て
は
、

合
計
十
五
に
及
ぶ
実

務
関
係
の
文
書
が
作

成
さ
れ
ま
し
た
。

九
一
年
四
月
の
共

同
声
明
を
出
発
点
と

し
て
、
北
方
領
土
問

題
解
決
へ
向
け
た
新

た
な
努
力
が
開
始
さ

れ
ま
し
た
が
、
同
年

夏
以
降
ソ
連
の
国
内

情
勢
は
急
激
に
流
動

化
し
、
八
月
の
ク
ー

デ
タ
ー
未
遂
と
共
産

党
支
配
の
終
焉
を
経
て
、
つ
い
に
十
二
月
、
六
十
九
年
間
続
い
た
ソ
連
邦
は
名

実
共
に
崩
壊
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
た
に
登
場
し
た
ロ
シ
ア
連
邦
は
ソ
連
邦

と
継
続
性
を
有
す
る
同
一
の
国
家
で
あ
り
、
ま
た
、
北
方
領
土
の
地
理
的
所
在

に
か
ん
が
み
、
以
後
の
領
土
返
還
交
渉
の
相
手
は
当
然
ロ
シ
ア
連
邦
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
間
、
新
た
な
国
家
建
設
に
乗
り
出
し
た
ロ
シ
ア
側
か
ら
、
北
方
領

土
問
題
に
つ
い
て
従
来
よ
り
一
歩
進
ん
だ
ア
プ
ロ
ー
チ
が
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

九
一
年
九
月
、
ロ
シ
ア
共
和
国
か
ら
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
最
高
会
議
議
長
代
行

が
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
か
ら
海
部
総
理
に
あ
て
た
親
書
を
携
え
訪
日
し
ま
し

た
。ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
議
長
代
行
か
ら
は
、第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
勝
国
、

敗
戦
国
の
区
別
を
放
棄
す
る
こ
と
、
領
土
問
題
を
「
法
と
正
義
」
に
基
づ
い
て

解
決
す
る
こ
と
、
問
題
の
解
決
を
先
延
ば
し
に
し
な
い
こ
と
等
の
考
え
方
が
表

明
さ
れ
ま
し
た
。

九
一
年
十
月
に
は
中
山
外
相
が
モ
ス
ク
ワ
を
訪
問
し
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

に
対
し
、「
法
と
正
義
」
に
基
づ
き
一
日
も
早
く
北
方
領
土
問
題
を
解
決
し
て
平

和
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
改
め
て
表
明
し
ま
し
た
。

こ
の
間
、
ロ
シ
ア
国
内
に
お
い
て
民
族
主
義
的
立
場
か
ら
北
方
領
土
の
日
本

へ
の
返
還
に
反
対
す
る
勢
力
が
活
発
化
し
、
ま
た
北
方
領
土
に
居
住
す
る
住
民

の
間
で
将
来
へ
の
不
安
が
高
ま
る
等
の
新
た
な
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ

に
対
し
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
十
一
月
の
ロ
シ
ア
国
民
へ
の
手
紙
に
お
い
て
、

「
法
と
正
義
」
に
基
づ
く
問
題
の
解
決
と
、
日
本
と
の
関
係
に
お
け
る
最
終
的
な

戦
後
処
理
の
達
成
の
必
要
性
を
指
摘
し
つ
つ
、
北
方
領
土
住
民
の
懸
念
及
び
ロ

シ
ア
の
世
論
に
配
慮
し
て
い
く
旨
を
述
べ
ま
し
た
。

九
二
年
一
月
、
宮
澤
総
理
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

と
会
談
し
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
九
月
に
訪
日
す
る
意
向
で
あ
る
旨
を
表
明

し
ま
し
た
。

共同声明に署名してゴルバチョフ大統領と握手する海部総理（1991.4）



20

こ
れ
を
受
け
て
九
月
ま
で
の
間
に
平
和
条
約
作
業
グ
ル
ー
プ
が
二
回
（
二
月

モ
ス
ク
ワ
、
七
月
東
京
）、
外
相
間
協
議
が
三
回
（
三
月
東
京
、
五
月
モ
ス
ク
ワ
、

九
月
モ
ス
ク
ワ
）
開
催
さ
れ
る
等
、
日
露
両
国
間
で
精
力
的
な
訪
日
準
備
作
業

が
継
続
さ
れ
ま
し
た
。

交
渉
に
当
た
り
、
我
が
国
は
、
ロ
シ
ア
側
が
九
一
年
後
半
以
降
示
し
て
き
た

新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
踏
ま
え
、
北
方
四
島
に
居
住
す
る
ロ
シ
ア
国
民
の
人
権
、

利
益
及
び
希
望
は
返
還
後
も
十
分
に
尊
重
し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
、
四
島
の
日

本
へ
の
帰
属
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
実
際
の
返
還
の
時
期
、
態
様
及
び
条
件
に
つ

い
て
は
柔
軟
に
対
応
す
る
考
え
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
つ
つ
、
柔
軟
か
つ
理
性

的
な
対
応
を
と
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
間
ロ
シ
ア
国
内
に
お
け
る
北
方
領
土
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
は

更
に
尖
鋭
化
し
、
次
第
に
不
安
定
の
度
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
ロ
シ
ア
の
内
政
状

況
も
影
響
し
て
、
領
土
問
題
、
ひ
い
て
は
ロ
シ
ア
政
府
の
対
日
姿
勢
そ
の
も
の

が
政
争
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、

九
月
九
日
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
宮
澤
総
理
に
対
し
電
話
に
て
、
ロ
シ
ア
国

内
の
事
情
に
よ
り
訪
日
を
延
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
旨
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。
訪

日
開
始
の
四
日
前
に
至
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形
で
延
期
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
は

極
め
て
遺
憾
で
し
た
が
、
我
が
国
と
し
て
は
冷
静
に
事
態
に
対
処
し
、
そ
の
後

の
ロ
シ
ア
国
内
の
情
勢
を
見
極
め
つ
つ
一
連
の
実
務
関
係
を
進
め
る
と
と
も
に
、

外
相
レ
ベ
ル
で
二
回
（
九
月
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
九
三
年
一
月
パ
リ
）、
外
務
次
官

レ
ベ
ル
で
一
回
（
十
二
月
モ
ス
ク
ワ
）
の
協
議
を
経
て
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領

の
訪
日
準
備
作
業
の
再
開
が
合
意
さ
れ
、
訪
日
準
備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
、
九
二
年
九
月
に
は
日
露
両
国
外
務
省
の
協
力
に
よ
り
、「
日
露
間
領
土

問
題
の
歴
史
に
関
す
る
共
同
作
成
資
料
集
」
が
完
成
し
ま
し
た
。
北
方
領
土
問

題
に
関
す
る
客
観
的
な
事
実
を
集
め
た
こ
の
資
料
集
は
、
作
成
過
程
に
お
け
る

日
露
双
方
の
緊
密
な
協
力
と
共
に
、
過
去
十
回
に
わ
た
る
平
和
条
約
作
業
グ
ル

ー
プ
が
も
た
ら
し
た

大
き
な
成
果
と
し
て

意
義
の
あ
る
も
の
で

す
。

8.
　

東
京
宣
言
及
び
そ
れ
以
降
の
流
れ

⑴
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
の
訪
日
と
東
京
宣
言

こ
う
し
て
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
九
三
年
十
月
十
一
日
か
ら
十
三
日
ま
で

の
日
程
で
日
本
を
公
式
訪
問
し
ま
し
た
。
こ
の
訪
問
で
は
、
日
露
両
国
の
首
脳

が
領
土
問
題
を
含
む
二
国
間
関
係
及
び
国
際
情
勢
に
つ
い
て
率
直
に
話
し
合
っ

た
結
果
、
今
後
の
日
露
関
係
の
進
展
の
た
め
の
新
た
な
基
盤
を
作
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集（1992）


